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東
京
都
廃
棄
物
条
例
（
平
成
四
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

前
文
及
び
第
一
章
（
現
行
の
と
お
り
）

前
文
及
び
第
一
章
（
略
）

第
二
章

廃
棄
物
の
処
理
（
第
十
三
条
―
第
二
十
条
）

第
二
章

廃
棄
物
の
処
理
（
第
十
三
条
―
第
二
十
条
）

産
業

第
三
章
か
ら
附
則
ま
で
（
現
行
の
と
お
り
）

第
三
章
か
ら
附
則
ま
で
（
略
）

前
文
（
現
行
の
と
お
り
）

前
文
（
略
）

第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
（
略
）

（
製
造
等
に
際
し
て
の
事
業
者
の
責
務
）

（
製
造
等
に
際
し
て
の
事
業
者
の
責
務
）

第
九
条
（
現
行
の
と
お
り
）

第
九
条
（
略
）

２

事
業
者
は
、
物
の
製
造
、
加
工
、
販
売
等
に
際
し
て
、
再
生
資

２

事
業
者
は
、
物
の
製
造
、
加
工
、
販
売
等
に
際
し
て
、
再
生
資

源
（
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

源
（
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
再
生
資
源
を
い

第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
生
資
源
を
い
う
。
）

う
。
）
の
利
用
及
び
再
生
品
の
使
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
製
品
、

の
利
用
及
び
再
生
品
の
使
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
製
品
、
容
器

容
器
等
に
つ
い
て
、
再
利
用
の
容
易
性
を
あ
ら
か
じ
め
評
価
し
て

等
に
つ
い
て
、
再
利
用
の
容
易
性
を
あ
ら
か
じ
め
評
価
し
て
開
発

開
発
を
行
い
、
そ
の
再
利
用
の
方
法
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
す

を
行
い
、
そ
の
再
利
用
の
方
法
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
す
る
こ

る
こ
と
等
に
よ
り
、
再
利
用
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
等
に
よ
り
、
再
利
用
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
現
行
の
と
お
り
）

３
（
略
）

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
（
略
）
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第
二
章

廃
棄
物
の
処
理

第
二
章

廃
棄
物
の
処
理

産
業

（
廃
棄
物
処
理
計
画
の
策
定
）

（

廃
棄
物
処
理
計
画
の
策
定
）

産
業

第
十
三
条

知
事
は
、

の
規
定
に
よ
る

第
十
三
条

知
事
は
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の

法
第
五
条
の
三

廃
棄
物
の
減

そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
廃
棄
物
処

処
理
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
」
と
い

量理
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す

う
。
）
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
東
京
都
廃
棄

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
東
京
都
廃
棄
物
審
議
会
及
び
関
係
区
市

物
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
四
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
（
略
）

（
東
京
都
廃
棄
物
審
議
会
）

（
東
京
都
廃
棄
物
審
議
会
）

第
二
十
四
条
（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
四
条
（
略
）

２
（
現
行
の
と
お
り
）

２
（
略
）

一
及
び
二
（
現
行
の
と
お
り
）

一
及
び
二
（
略
）

三

法
第
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
廃
棄
物
処
理
計
画

三

法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
計

に
関
す
る
事
項

画
に
関
す
る
事
項

３
か
ら
９
ま
で
（
現
行
の
と
お
り
）

３
か
ら
９
項
ま
で
（
略
）

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
（
略
）


